









	１　どうして条例が必要なのですか
	２　基本となる考え方はどのようなことですか
	３　わたしたちにできることは何ですか
	４　どのようなことに気をつけなければばらばいのですか
	５　京都市はどのような取組を進めるのですか
	　このような男女共同参画社会をめざしましょう



